
 

●契約保証について 

  本工事の請負契約締結に当たっては、本工事請負契約書等の提出とともに、次に掲げる①

～⑤のいずれかの契約保証を付し、その契約保証に係る書類を提出してください。 

①債務不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行又は管理者が確実と認める金融機関 

  の保証 

   提出書類：当該保証に係る保証書 

②債務不履行により生ずる損害金の支払を保証する前払金保証事業会社の保証 

   提出書類：当該保証に係る保証証書 

③債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証 

   提出書類：当該公共工事履行保証証券に係る証券 

④債務不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約（定額てん補特約方式に限 

  る。）の締結          

   提出書類：当該履行保証保険に係る証券 

⑤契約保証金の納付 

   提出書類：契約保証金に係る領収書 

  ※銀行又は管理者が確実と認める金融機関とは、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締

りに関する法律（昭和２９年法律第１９５号）第３条に規定する金融機関とし、銀行、

信託会社、保険会社、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、農林中

央金庫、㈱商工組合中央金庫、㈱日本政策投資銀行、信用協同組合、農業協同組合、水

産業協同組合又はその他の貯金の受入れを行う組合をいう。 

  ※前払金保証事業会社とは、公共工事の前払金保証事業に関する法律（昭和２７年法律第 

   １８４号）第２条第４項に規定する保証事業会社をいう。 

 

 

●中間前金払について 

  本物件が、公告において中間前金払（岡山市市場事業部契約規程第８８条、岡山市市場事

業部工事請負契約約款第３５条、岡山市市場事業部契約規程第８８条に規定する建設工事請

負代金中間前金払の取扱いについて）対象工事となっている場合でも、落札決定後に請負代

金額（消費税及び地方消費税を含む）が１０，０００，０００円未満、又は工期が９０日未

満となった場合は、中間前金払が選択できませんので、あらかじめご了承願います。 

  また、工事請負契約の締結にあたり部分払を選択した場合、又は部分引渡しに係る請負代 

 金の支払を請求した後には、中間前金払はできません。 

 

 

●部分払について 

  本物件が、公告において部分払（岡山市市場事業部契約規程第８９条、岡山市市場事業部

工事請負契約約款第３８条）対象工事となっている場合でも、工事請負契約の締結にあたり

中間前金払を選択した場合、部分払いはできません。 


